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均
等
割
額
の
軽
減
…
同
一
世
帯

の
加
入
者
及
び
世
帯
主
の
総
所
得
金

額
等
に
よ
り
、均
等
割
額
が
軽
減（
表

２
を
参
照
）

イ　

所
得
割
額
の
軽
減
…「
旧
た
だ
し

書
き
所
得
」が　

万
円
ま
で
の
方
は
、

５８

所
得
割
額
が
軽
減
（
表
３
を
参
照
）
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
の
前

日
ま
で
会
社
の
健
康
保
険
等
（
国
保

・
国
民
健
康
保
険
組
合
以
外
）
の
被

扶
養
者
で
あ
っ
た
方
は
、
所
得
割
額

は
か
か
ら
ず
、
均
等
割
額
の
１
割
が

保
険
料
と
な
り
ま
す
。
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①
年
金
天
引
き
…
４
月
か
ら
年
金
天

引
き
が
行
わ
れ
た
方
が
対
象
（
保
険

料
の
変
更
な
ど
に
よ
り
、
納
付
書
払

い
に
変
わ
る
場
合
あ
り
）
※
口
座
振

替
払
い
へ
の
変
更
を
ご
希
望
の
方
は

届
出
が
必
要
な
の
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

②
納
付
書
払
い
…
納
入
通
知
書
に
同

封
の
納
付
書
で
支
払
い
ま
す
。

③
口
座
振
替
払
い
…
前
年
度
の
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
を
口
座
振
替
払

い
し
て
い
た
方
と
、
５
月
末
ま
で
に

口
座
振
替
依
頼
書
を
提
出
し
た
方
が

対
象
で
す
。
通
知
書
に
振
替
口
座
を

記
載
し
て
い
ま
す
。
国
保
税
を
口
座
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国
民
健
康
保
険
の
高
齢
受
給
者
証

の
有
効
期
限
は
７
月　

日　

ま
で
で

３１

（土）

す
。
新
し
い
受
給
者
証
は
一
部
負
担

割
合
を
再
判
定
し
、
７
月
下
旬
に
送

付
し
ま
す
。
負
担
割
合
は
１
割
（
平

成　

年
４
月
か
ら
は
２
割
の
予
定
）

２３
ま
た
は
３
割
で
、
同
一
世
帯
に
平
成

　

年
度
住
民
税
課
税
標
準
額
が　

万

２２

１４５

円
以
上
の　

歳
以
上
の
国
保
被
保
険

７０

者
が
い
る
場
合
３
割
と
な
り
ま
す
。
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申
請
が
必
要
と
思
わ
れ
る
方
へ
申

請
書
を
送
付
し
ま
す
。

①
同
一
世
帯
に　

歳
以
上　

歳
未
満

７０

７５

の
国
保
加
入
者
が
２
人
以
上
で
、
平

成　

年
中
の
収
入
金
額
の
合
計
額
が

２１

　

万
円
未
満
、
１
人
の
場
合
は　

万

５２０

３８３

円
未
満
②
同
一
世
帯
に　

歳
以
上　

７０

７５

歳
未
満
の
国
保
加
入
者
が
１
人
で
、

住
民
税
課
税
標
準
額
が　

万
円
以
上

１４５

か
つ
収
入
金
額　

万
円
以
上
、
か
つ

３８３

　

歳
到
達
で
国
保
か
ら
後
期
高
齢
者

７５医
療
制
度
に
な
っ
た
方
を
含
め
た
収

入
金
額
の
合
計
額
が　

万
円
未
満
。

５２０
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平
成　

年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

２２

納
税
通
知
書
を
７
月　

日　

に
お
送

１２

（月）

り
し
ま
す
。
第
１
期
の
納
期
限
は
８

月
２
日　

で
す
。
１
年
分
を
一
括
納

（月）

付
出
来
る
全
納
納
付
書
の
取
り
扱
い

期
限
は
８
月
２
日　

で
す
。

（月）
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国
民
健
康
保
険
税
の
医
療
分
の
限

度
額
が　

万
円
か
ら　

万
円
に
、
後

４７

５０

期
支
援
分
の
限
度
額
が　

万
円
か
ら

１２

　

万
円
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
（
表
１

１３を
参
照
）
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


　

国
民
健
康
保
険
税
は
世
帯
単
位
で

計
算
さ
れ
ま
す
。
保
険
税
の
課
税
額

は
、
①
所
得
割
額
②
資
産
割
額
③
均

等
割
額
④
平
等
割
額
か
ら
な
っ
て
い

ま
す
（
表
１
・
表
２
を
参
照
）
。

　
　

歳
未
満
の
方
と　

歳
以
上
の
方

４０

６５

は
「
医
療
保
険
分
と
後
期
高
齢
者
支

援
金
分
」
を
、　

歳
以
上　

歳
未
満

４０

６５

（
介
護
保
険
第
２
号
被
保
険
者
）
の

方
は
「
医
療
保
険
分
、
後
期
高
齢
者

支
援
金
分
と
介
護
保
険
分
」
の
合
計

額
と
な
り
ま
す
。
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国
民
健
康
保
険
税
を
年
金
か
ら
天

引
き
さ
れ
て
い
る
方
は
、
口
座
振
替

の
納
付
に
変
更
が
出
来
ま
す
。
詳
細

は
問
い
合
わ
せ
を
。

　

年
金
天
引
き
の
対
象
は
以
下
の
全

て
の
条
件
に
該
当
す
る
世
帯
で
す
。

①
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
②
世
帯
主
が　

歳
以
上　

６５

７５

歳
未
満
で
あ
る
③
世
帯
内
に　

歳
未

６５

満
の
被
保
険
者
が
い
な
い
④
世
帯
主

の
年
金
の
年
間
支
給
額
が　

万
円
以

１８

上
で
あ
る
⑤
世
帯
主
の
介
護
保
険
料

を
年
金
天
引
き
で
支
払
っ
て
い
る
⑥

介
護
保
険
の
保
険
料
と
国
民
健
康
保

険
の
保
険
税
を
合
算
し
た
金
額
が
年

金
支
給
額
の
２
分
の
１
以
下
で
あ
る
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政
府
管
掌
健
康
保
険
、
組
合
健
康

保
険
、共
済
組
合
な
ど
の
被
用
者
保
険

本
人
で
あ
っ
た
方
が
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
加
入
し
た
こ
と
で
、
そ
の

被
扶
養
者
の
方
が
新
た
に
国
民
健
康

保
険
に
加
入
し
た
場
合
、申
請
で
国
民

健
康
保
険
税
が
減
免
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。詳
細
は
問
い
合
わ
せ
を
。
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生
活
が
著
し
く
困
窮
し
、
保
険
税

を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

い
ず
れ
も
■問
 

保
険
年
金
課

国
保
・
年
金

国
保
・
年
金
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免
除
制
度
に
は
、
全
額
免
除
と
一

部
納
付
が
あ
り
ま
す
。

　

承
認
は
、
本
人
、
配
偶
者
、
世
帯

主
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
の
所
得
に
基
づ

き
判
定
さ
れ
ま
す
。
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同
居
の
世
帯
主
の
所
得
に
か
か
わ

ら
ず
、　

歳
未
満
の
本
人
及
び
配
偶

３０

者
の
所
得
が
全
額
免
除
基
準
以
下
の

場
合
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
納
付

が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
保
険
料
を
猶
予

さ
れ
た
期
間
は
、
年
金
を
受
け
る
た

め
に
必
要
な
期
間
に
含
ま
れ
ま
す
が
、

年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

い
ず
れ
も
申
請
は
毎
年
必
要
で
す

が
、全
額
免
除
と
納
付
猶
予
に
限
り
、

引
き
続
き
免
除
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、
毎
年
の
申
請
は
不
要
で
す
。
承

認
期
間
は
、
７
月
か
ら
翌
年
の
６
月

ま
で
で
す
。

　

な
お
、
保
険
料
を
免
除
ま
た
は
納

付
猶
予
さ
れ
た
期
間
に
つ
い
て
は
、

　

年
以
内
で
あ
れ
ば
一
定
の
金
額
を

１０加
算
し
て
保
険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ
て

納
め
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

■問
 

立
川
年
金
事
務
所
（
�　

・　

・
０

０４２

５２３

３
５
２
）
、
市
保
険
年
金
課
年
金
係

●国民健康保険税の計算方法（年間分） ������������������ 表２

介護保険分＝①＋②
（限度額１０万円）

後期高齢者支援金分
＝①＋②

（限度額１３万円）

医療保険分＝①＋②＋③＋④
（限度額５０万円）

①所得割額：所得に応じ
て計算する額（前年の
総所得金額－基礎控除
３３万円）×１．００／１００

①所得割額：所得に応じ
て計算する額（前年の
総所得金額－基礎控除
３３万円）×１．０／１００

①所得割額：所得に応じて計算する額（前年の
総所得金額－基礎控除３３万円）×４．０／１００

②資産割額：固定資産税額に応じて計算する額
（本年度の固定資産税額）×１０．０／１００

②均等割額：（該当者の
人数）×１０，８００円

②均等割額：世帯の加入
者に応じて計算する額
（加入者の人数）×
４，８００円

③均等割額：世帯の加入者に応じて計算する額
（加入者の人数）×１４，４００円

④平等割額：１世帯に８，４００円

振
替
払
い
に
し
て
い
た
方
で
も
改
め

て
手
続
き
が
必
要
で
す
。
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①
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
は
、
誕

生
日
の
前
日
ま
で
に
簡
易
書
留
郵
便

で
住
民
登
録
地
へ
送
り
ま
す
。
保
険

証
は
誕
生
日
か
ら
使
用
出
来
ま
す
。

②
保
険
料
は
誕
生
月
か
ら
発
生
し
ま

す
。
保
険
料
納
入
通
知
書
は
、
誕
生

月
の
翌
月
に
郵
送
し
ま
す
。

　

い
ず
れ
も
■問
 

保
険
年
金
課
高
齢
者

医
療
係

　

「
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
」
と
は
法
律

に
基
づ
き
、
環
境
保
全
型
農
業
に
取

り
組
も
う
と
す
る
農
業
者
を
東
京
都

が
認
定
す
る
制
度
で
す
。
エ
コ
フ
ァ

ー
マ
ー
に
な
る
に
は
、導
入
計
画（
５

年
後
ま
で
土
づ
く
り
を
適
切
に
行
い

化
学
肥
料
・
化
学
農
薬
の
使
用
を　
２０

％
以
上
低
減
す
る
生
産
方
式
）
を
提

出
し
、
認
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で

す
。

　

市
内
で
は
現
在　

人
の
エ
コ
フ
ァ

１５

ー
マ
ー
が
環
境
に
優
し
い
農
業
を
実

践
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
「
東
京
都

特
別
栽
培
農
産
物
認
証
制
度
」
は
、

一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
栽
培
と
比

較
し
て
化
学
農
薬
と
化
学
肥
料
の
使

用
が
５
割
以
下
、
ま
た
は
不
使
用
で

栽
培
さ
れ
た
農
産
物
を
東
京
都
が
認

証
す
る
も
の
で
、
市
で
は
１
人
の
農

業
者
の
農
産
物
が
認
証
さ
れ
て
い
ま

す
。

■問
 

産
業
振
興
課
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が
６
カ
月
以
上
雇
用
見
込
み
か
ら　
３１

日
以
上
雇
用
見
込
み
に
な
り
ま
し
た
。

■問
 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
王
子
（
�　

・
０４２

　

・
８
６
２
４
）

６４８
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■日
 

７
月
９
日　
（金）
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�
…
■日
 

７

月　

日　
１４

（水）
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…
■日
 

７
月　

日　
２１

（水）

　

い
ず
れ
も
■場
 

■問
 

東
京
し
ご
と
セ
ン

タ
ー
多
摩（
�　

・　

・
４
５
２
４
）

０４２

３２９
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■日
 

７
月　

日　

午
前　

時
開
始
■場
 

生

１３

（火）

１０

活
・
保
健
セ
ン
タ
ー
■内
 

事
業
紹
介
、

概
要
説
明
■対
 
　

歳
以
上
の
方
■問
 

日
野

６０

市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
（
�　
５８１

・
８
１
７
１
）
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非
正
規
労
働
、短
時
間
就
労
、派
遣

労
働
の
方
の
雇
用
保
険
の
適
用
基
準

働

く

働　

く
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保
険
料
納
入
通
知
書
を
７
月　

日
１４

　

に
発
送
し
ま
す
。
対
象
者
は
６
月

（水）
　

日
ま
で
に
後
期
高
齢
者
医
療
の
資

３０格
を
取
得
し
た
方
で
す
。

　

な
お
、
５
月
１
日
以
降
、
国
民
健

康
保
険
（
国
保
）
か
ら
後
期
高
齢
者

医
療
に
加
入
し
た
方
は
、
国
民
健
康

保
険
税
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
両
方
の
納
入
通
知
書
が
届
き
ま
す

が
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入
月
数
で
計
算
さ

れ
て
い
ま
す
。

�
�
�
�

①
計
算
方
法
…
保
険
料
は
個
人
単
位

で
計
算
（
表
１
を
参
照
）

②
保
険
料
の
軽
減

後
期
高
齢
者

後
期
高
齢
者

医
療
制
度

医
療
制
度

●平成２２年度　後期高齢者医療保険料の計算式 �� 表１
均等割額＝３７，８００円（世帯の所得により軽減あり）
所得割額＝｛総所得金額等－３３万円（基礎控除）｝×０．０７１８

（本人の所得により軽減あり）
年間保険料＝均等割額＋所得割額

※限度額５０万円。資格の異動があった場合は月割りで計算。１００円未満
の端数は切り捨て
※総所得金額等とは、前年の利子所得、配当所得、不動産所得、事業
所得、給与所得、譲渡所得、雑所得（年金所得はこれに該当）、一時
所得、退職所得、山林所得の合計金額です

●平成２２年度　均等割額の軽減 ��������� 表２
総所得金額等の合計額均等割額軽減割合

総所得金額等の合計＝３３万円（基礎控除）以下で、後
期高齢者医療制度の被保険者全員が年金収入８０万円
以下で他の所得がない場合

 ３，７８０円９割

総所得金額等の合計＝３３万円（基礎控除）以下の場合 ５，４００円８．５割
総所得金額等の合計＝３３万円（基礎控除）＋（２４．５万
円×世帯主を除く被保険者数）以下の場合１８，９００円５割

総所得金額等の合計＝３３万円（基礎控除）＋（３５万円
×被保険者数）以下の場合３０，２４０円２割

※公的年金所得がある方は、総所得金額等の合計額からさらに１５万円
が控除されます

●平成２２年度　所得割額の軽減 ��������� 表３
所得割額の軽減割合旧ただし書き所得（公的年金収入の場合）

所得割額を全額減額　　　　１５万円（公的年金収入１６８万円）まで
所得割額を７５％（３／４）減額２０万円（公的年金収入１７３万円）まで
所得割額を５０％（１／２）減額５８万円（公的年金収入２１１万円）まで

※「旧ただし書き所得」とは、総所得金額等から３３万円を引いた金額
です（ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません）
※２０万円までの軽減は、東京都独自の制度です

●課税額の内訳 �������� 表１
平成２２年度平成２１年度内容区分
１００分の４１００分の４所得割

医療保険分
１００分の１０１００分の１０資産割
 １４，４００円 １４，４００円均等割
　８，４００円　８，４００円平等割
５００，０００円４７０，０００円限度額
１００分の１１００分の１所得割

後期高齢者
支援金分 　４，８００円　４，８００円均等割

１３０，０００円１２０，０００円限度額
１００分の１１００分の１所得割

介護保険分
【変更なし】  １０，８００円 １０，８００円均等割

１００，０００円１００，０００円限度額


